
 

 

R2 健障支第 1339 号  

令和２年 11 月９日 

 

市内各共同生活援助事業所 管理者 様 

 

仙台市健康福祉局障害者支援課長  

 

共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて（通知） 

 

 平素より，本市の障害福祉行政にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて，標記につきまして，共同生活援助事業者の皆様からご質問を受けることが多くなっている

ことから，具体的な取扱いについて別紙のとおり整理しましたので，通知いたします。ご了知の上，

適切にご対応くださいますようお願いいたします。 

また，別紙のうち家賃については，本市ホームページに掲載しております別添の資料において図

解で説明しておりますので，参考にしてください。 

なお，今後の法改正等により，取扱いの変更が必要となる場合は，随時通知いたします。 

 

【添付資料】 

・ 別 紙 共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて 

       （令和２年 11 月仙台市障害者支援課） 

 ・ 別添資料 よくある指摘事項事例集別冊「利用者に求めることのできる金銭」 

        （令和２年３月仙台市障害者支援課） 

 

 

 

 

 

 

 

担当：施設支援係 林、鈴木 

TEL：214-8188 FAX：223-3573 

E-mail：shisetsushien@city.sendai.jp 

 

 

 

 

 

 

 

（電子メール・ファクシミリ施行） 


